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   川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

             令和５年 ９ 月 ４ 日提出 
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川崎市営住宅条例の一部を改正する条例 

川崎市営住宅条例（昭和３７年川崎市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

 第８条第２項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り

下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ ６０歳未満の者で第３３条の９第１項の規定による許可（同項第２号に

係るものに限る。）を受けようとするもの 

第３３条の９第１項中「条件」の次に「（同条第２項の規定により同条第１

項第２号に規定する条件を具備することを要しないこととされた者にあっては、

同号に掲げる条件を除く。）」を加え、「、規則で定める日において同居親族

に６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの者があるものに、市営住宅で

その周辺地域の状況その他の実情に照らし特に子育てに適すると認めるものを

使用させる場合には、１６年」を「次の各号に掲げる使用申込者に、当該各号

に掲げる使用申込者の区分に応じ当該各号に定める期間」に、「当該市営住宅」

を「、市営住宅でその周辺地域の状況その他の実情に照らし当該各号に掲げる

使用申込者の使用に供することが適当と認めるもの」に改め、同項に次の各号



を加える。 

⑴ 規則で定める日において、同居親族に６歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者がある使用申込者並びに本人及び同居親族の年齢

が規則で定める年齢に満たない使用申込者 １９年 

⑵ 同居親族がなく、かつ、規則で定める日において６０歳未満の使用申込

者 ５年 

第３３条の９第６項中「使用者が、１５歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの者と第２２条第１号の規定により許可を受けて同居している場合には」

を「次の表の左欄に掲げる使用者が、それぞれ同表の中欄に掲げる使用期間を

延長することができる場合に該当するときは」に、「１６年を超えない範囲内

において規則で定める」を「それぞれ同表の右欄に掲げる期間を超えない範囲

内において規則で定める」に改め、同項に次の表を加える。  

使用者 使用期間を延長することができる場合 期間 

第１項第１号に掲げ

る者として定期使用

許可を受けた使用者 

１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある者と第２２条第１

号の規定による許可を受けて同居して

いる場合 

１９年 

第１項第２号に掲げ

る者として定期使用

許可を受けた使用者 

定期使用許可に係る入居指定日から５

年を経過していない場合 

５年 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の条例第３３条の９第１項の規定による許

可を受けて市営住宅を使用している者は、改正後の条例第３３条の９第１項



を加える。 

⑴ 規則で定める日において、同居親族に６歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者がある使用申込者並びに本人及び同居親族の年齢

が規則で定める年齢に満たない使用申込者 １９年 

⑵ 同居親族がなく、かつ、規則で定める日において６０歳未満の使用申込

者 ５年 

第３３条の９第６項中「使用者が、１５歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの者と第２２条第１号の規定により許可を受けて同居している場合には」

を「次の表の左欄に掲げる使用者が、それぞれ同表の中欄に掲げる使用期間を

延長することができる場合に該当するときは」に、「１６年を超えない範囲内

において規則で定める」を「それぞれ同表の右欄に掲げる期間を超えない範囲

内において規則で定める」に改め、同項に次の表を加える。  

使用者 使用期間を延長することができる場合 期間 

第１項第１号に掲げ

る者として定期使用

許可を受けた使用者 

１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある者と第２２条第１

号の規定による許可を受けて同居して

いる場合 

１９年 

第１項第２号に掲げ

る者として定期使用

許可を受けた使用者 

定期使用許可に係る入居指定日から５

年を経過していない場合 

５年 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の条例第３３条の９第１項の規定による許

可を受けて市営住宅を使用している者は、改正後の条例第３３条の９第１項

第１号に掲げる者として同項の規定による許可を受けた者とみなす。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

本人及び同居親族が一定の年齢に満たない者並びに同居親族がない６０歳未

満の者に期間を限って市営住宅の使用を許可することができることとすること、

期間を限って市営住宅の使用を許可する場合における使用期間の上限を使用申

込者の区分に応じて定めること等のため、この条例を制定するものである。 


